
 

大津市障害者移動支援事業実施要領  

 

（目的） 

第１条 大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年規則第５４号。以下「規則」という。）第１３条第２項第２号に基づく、

障害者移動支援事業（以下「事業」という。）は、屋外での移動に困難がある障害児及

び障害者について、外出のための介護を行うことにより、地域での自立生活及び社会参

加を促進することを目的とする。  

（事業内容）  

第２条 事業の対象となる移動支援は、障害者の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等

の社会参加のための外出時の移動介護とし、経済活動や通学、通所等の通年にわたる定

例的な外出は事業の対象としないものとする。  

（定義） 

第３条 この要領において、全身性障害者とは、両上肢、両下肢のいずれにも障害があっ

て、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。）第１５条第４項に基づき交付を

受けた身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の等級が 1 級の者をいう。  

２ この要領において、全身性障害者に準ずる者とは、上肢及び下肢に障害があって、身

体障害者手帳の等級が下肢又は体幹の 3 級以上の者をいう。  

３ この要領において、視覚障害者とは、視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた

者をいう。 

４ この要領において、知的障害者とは都道府県知事から療育手帳の交付を受けた者をい

う。 

５ この要領において、精神障害者とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号。以下「精神保健法」という。）第４５条第１項に基づく精神保健

福祉手帳の交付を受けた者又は精神保健法第５条に規定する統合失調症、精神作用物質

による急性中毒、その他の精神疾患を有する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「支援法」という。）

第５４条第１項に基づく障害者自立支援医療の支給認定を受けた者をいう。  

６ この要領において、２人介護対象者とは、厚生労働大臣が定める要件（厚生労働省告

示第５４６号）に規定する第一号から第三号までのいずれかに該当するものをいう。  

７ この要領において、事業者とは、支援法第３６条第１項に基づき障害福祉サービス事

業者の指定を受けているものであって居宅介護事業者の指定を受けているもの又は支援

法施行前において改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の

１９に基づき基準該当居宅支援事業所の指定を受けていたもののうち、移動支援事業を

実施する能力と体制を整えていると市長が判断したものをいう。  

（対象者） 

第４条 事業の利用対象者は次のとおりとする。  

（１）全身性障害者及び全身性障害者に準ずる者。ただし、支援法第５条第３項に規定

する重度訪問介護の対象者又は介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する

保険給付の対象者を除く（保険給付の対象となる以前から移動支援を利用していた



 

者について、引き続き利用が必要であると市長が認める場合はこの限りではない。）。 

（２）視覚障害者  

（３）知的障害者。ただし、支援法第５条第３項に規定する重度訪問介護又は同法第５

条第４項に規定する行動援護の対象者は除く。  

（４）精神障害者。ただし、支援法第５条第３項に規定する重度訪問介護又は同法第５

条第４項に規定する行動援護の対象者は除く。  

（５）その他市長が特に必要と認める者  

（実施方法）  

第５条 事業は、市長が適当と認めた事業者に委託して、次のとおり実施する。  

（１）個別支援  

  個別的な支援が必要な場合の１人の利用者に対する支援をいう。ただし、第４条

の視覚障害者のみに該当する者は利用できない。  

 （２）送迎支援  

    自動車により複数の利用者を同時に送迎する支援であって、概ね１時間以内の支

援をいう。ただし、第４条の視覚障害者のみに該当する者は利用できない。  

（３）グループ支援  

    複数の障害者への同時支援で、屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベ

ントへの同時参加の際の支援をいう。  

２ 事業の委託を受けようとする事業者は、市長に大津市障害者移動支援事業届出書（様

式第 1 号）を提出するものとする。  

３ 事業の従事者の資格要件は、支援法第２８条第１項第１号に規定する居宅介護におい

て実施する通院介助の従事者の要件として厚生労働省が示した要件と同じ要件とする。  

（利用限度）  

第６条 この要領に基づく、事業の利用限度は次のとおりとする。  

（１）個別支援は、１月につき２５時間とする。  

ただし、障害者が大津市の団体補助金の交付を受けている障害当事者の団体の役員

等であって、当該団体の会議等に出席するために個別支援を利用しなければならな

い場合は、別途月２５時間を限度として利用できるものとする。  

また、送迎支援は、１回につき個別支援を３０分利用したものとして取り扱うもの

とする。 

（２）グループ支援は、１月につき５回とする。  

（委託金額） 

第７条 事業の委託金額は次のとおりとする。  

 （１）個別支援の委託金額は、３０分当たり８４０円とする。ただし、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号及び同項第２号に基づく市町村民

税が非課税の世帯（以下「非課税世帯」という。）に属する者又は生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）に基づく生活保護（以下「生活保護」という。）を受けてい

る者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯（以下「支援給付受給世帯」

という。）に属する者は８９０円とする。また、１回の支援の時間に３０分未満の端



 

数が生じたときは、切り上げて計算するものとする。  

 （２）個別支援の委託金額について、利用者１人につき事業を利用した日について２回

を限度として開始時加算費１，４１０円を算定できるものとする。ただし、同一事

業所が複数回の開始時加算費を算定する場合にあっては、サービス提供に概ね２時

間以上の間隔を空けなければならないものとする。  

 （３）個別支援の委託金額について、利用対象者が２人介護対象者であって、２人以上

の従事者による支援を受けた場合、３０分当たり８９０円の２人介護加算費を算定

できるものとする。また、１回の支援の時間に３０分未満の端数が生じたときは、

切り上げて計算するものとする。  

 （４）送迎支援の委託金額は、１人１回につき８４０円とする。ただし、非課税世帯に

属する者又は生活保護を受けている者又は支援給付受給世帯に属する者は８９０円

とする。 

 （５）送迎支援の委託金額について、自動車１台当たり１回２，８２０円の送迎加算費

を算定できるものとする。  

 （６）グループ支援の委託金額は、支援を受けた障害者数及び１回に支援した時間に応

じて、次の表のとおりとする。ただし、視覚障害者のみを対象とした場合は１回に

支援した合計時間に応じて１時間当たり１，５００円とする。 

 

支援を受けた障害者数  支援時間４時間以下  支援時間４時間超  

２人 ７，０００円  ９，０００円  

３人～５人  １５，０００円  １９，０００円  

６人～８人  ２６，０００円  ３２，０００円  

９人～１１人  ３７，０００円  ４５，０００円  

１２人～１９人  ４５，０００円  ５５，０００円  

２０人～２９人  ６４，０００円  ７９，０００円  

３０人以上  ９０，０００円  １１１，０００円  

 

（利用申請） 

第８条 移動支援を利用しようとする者は、大津市障害者移動支援事業利用申請書（様式

第２号）を、市長に提出するものとする。  

（利用決定）  

第９条 市長は、前条に基づく申請があったときは、利用の適否を審査し、利用が適当と

認めるときは、大津市障害者移動支援事業利用決定通知書（様式第３号）により、申請

者に通知するものとする。  

（申請却下）  



 

第１０条 市長は、第８条に基づく申請があり、利用の適否を審査し、利用が適当でない

と判断するときは、大津市障害者移動支援事業利用申請却下通知書（様式第４号）によ

り、申請者に通知するものとする。  

（利用変更申請）  

第１１条 移動支援に係る利用者負担額その他のことについて変更しようとする者は、大

津市障害者移動支援事業利用変更申請書（様式第５号）を、市長に提出するものとする。  

（利用変更決定）  

第１２条 市長は、前条に基づく申請があったときは、利用変更の適否を審査し、利用変

更が適当と認めるときは、大津市障害者移動支援事業利用変更決定通知書（様式第６号）

により、申請者に通知するものとする。  

（利用決定の取消しの通知）  

第１３条 市長は、第９条の利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）が第４条の利

用対象者でなくなった場合、利用決定の取消しを、大津市障害者移動支援事業利用決定

取消通知書（様式第７号）により、通知するものとする。  

（利用者負担額の支払） 

第１４条 利用者が事業を利用したときは、規則第１３条第２項第２号に基づく負担額を

事業者に支払うものとする。なお、送迎支援は、１回につき事業を３０分利用したもの

として取り扱うものとする。また、グループ支援の利用については、負担金の支払いを

免除する。 

２ 前項の規程に関わらず、非課税世帯に属する者又は生活保護を受けている者又は支援

給付受給世帯に属する者は、負担金の支払を免除する。  

（他のサービスの利用制限） 

第１５条 利用者は、事業を利用している時間については、支援法第５条第１項に規定す

る障害福祉サービス及び同法第７７条第１項各号に規定する地域生活支援事業を利用

できないものとする。  

（その他） 

第１６条 この要領に定めるものの他、事業の実施に必要な事項は市長が定めるものとす

る。 

附 則 

この要領は、平成１８年１０月１日から施行する。  

   附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  



 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２７年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。  



 

（様式第１号）  

（あて先） 大津市長                  年  月  日 

大津市障害者移動支援事業届出書  

         

            法人住所    

            法人名    

            法人代表者名    印 

 

事業所名  

事業所代表者名   

事業所住所   

電話番号 

ＦＡＸ番号  
 

担当職員名   

障害福祉サービス  

居宅介護事業者番号  
 

事業開始年月日   

実施する支援内容  個別支援      ・    グループ支援 

対象者 

全身性障害者及び準ずる障害者  

知的障害者  

精神障害者  

全身性障害者及び準ずる障害者  

知的障害者  

精神障害者  

視覚障害者  

職員体制  

自動車による支援  
移動支援により実施する 

有償運送により実施する 
・     実施しない 

自動車による移動支援  

を実施する場合の許可  

道路運送法第       条第      項の許可を取得済み  

(※許可証の写を添付してください。) 

受付日 

時間 
 

サービス提供日時   

利用契約書の締結及び  

重要事項の説明  
実施する         ・         実施できない  

※事業所ごとに１枚作成 

※パンフレット等があれば添付  



 

（様式第２号）  

大津市障害者移動支援事業利用申請書  

( あ て 先 ）                   年  月  日  

大 津 市 長                  

     申 請 者 名       

    住 所          

    電 話 番 号  (  )  －     

              個 人 番 号            

 

大津市障害者移動支援事業を利用したいので、申請します。  

ふりがな  

移動支援事業対象者名    

住 所   

生年月日         年   月   日 

障害の状況  

(    ) 全身性障害又は全身性障害に準ずる障害  

(    ) 視覚障害 

(    ) 知的障害 

(    ) 精神障害 

利用申請期間   年  月  日 から  年  月  日 まで 

生活保護受給の有無  有    ・    無 

移動支援を利用して出

席する当事者団体の役

員等 

有    ・    無 

有の場合団体名（                ） 

同意欄 

移動支援事業の利用に当たり、私の世帯の課税状況及び生

活保護受給状況について調査することに同意します。  

 

              氏名        印 

 

※「全身性障害」とは、両上肢、両下肢にいずれも障害があって、障害の等級が１級  

※「全身性障害に準ずる障害」とは、上肢、下肢にいずれも障害があって、体幹又は下肢

３級以上 

※「全身性障害又は準ずる障害」の場合は、重度訪問介護又は介護保険法に規定する保険

給付の対象者は除きます。  

※「知的障害」、「精神障害」の場合は、重度訪問介護又は行動援護対象者は除きます。  

※「当事者団体」とは、大津市から団体補助金の交付を受けている障害当事者の団体  



 

（様式第３号）  

 

大津市障害者移動支援事業利用決定通知書  

大   第   号 

  年  月  日 

 様 

 

                       大 津 市 長        

 

  年  月  日に申請のあった下記の者の大津市障害者移動支援事業について、

大津市障害者移動支援事業実施要領第 9 条に基づき、利用の決定をしたので通知します。 

利 用 者 名   

住 所   

利用者番号   

利用決定期間    年  月  日 から     年  月  日 まで 

利用の上限 個別支援：月  時間以内  グループ支援：月 5 回以内 

利用負担額 
 個別支援：３０分当たり  円 

 グループ支援：なし 

備  考  

生活保護の開始又は廃止があった場合は速やかに大津市障害福祉課へご連絡下さい。  

 

この処分に不服があるときは、この通知書の交付を受けた日の翌日から起算して３箇月

以内に、大津市長に対して、審査請求をすることができます。  

また、この通知書の交付を受けた日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する決定の送達を受けた日）の翌日から起算して６箇月以内に、大津市を被告として（大

津市長が被告の代表者となります。）、大津地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起するこ

ともできます。  

 

 

印 

お問い合わせ先  

大津市役所障害福祉課  

電話 077-528-2745 

FAX 077-524-0086 



 

（様式第４号） 

 

大津市障害者移動支援事業利用申請却下決定通知書  

大   第   号 

  年  月  日 

 様 

 

                       大 津 市 長        

 

  年  月  日に申請のあった下記の者の大津市障害者移動支援事業について、

大津市障害者移動支援事業実施要領第 10 条に基づき、申請の却下の決定をしたので通知

します。 

利 用 者 名   

住 所   

却下理由   

 

この処分に不服があるときは、この通知書の交付を受けた日の翌日から起算して３箇月

以内に、大津市長に対して、審査請求をすることができます。  

また、この通知書の交付を受けた日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する決定の送達を受けた日）の翌日から起算して６箇月以内に、大津市を被告として（大

津市長が被告の代表者となります。）、大津地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起するこ

ともできます。  

 

 

 

 

印 

お問い合わせ先  

大津市役所障害福祉課  

電話 077-528-2745 

FAX 077-524-0086 



 

（様式第５号）  

大津市障害者移動支援事業利用変更申請書  

( あ て 先 ）                   年  月  日  

大 津 市 長                  

      

    申 請 者 名       

    住 所          

    電 話 番 号  (  )  －     

              個 人 番 号          

 

大津市障害者移動支援事業の利用決定について、変更したいので、申請します。  

ふりがな  

移動支援事業対象者名    

住 所   

生年月日  

変更内容  

変更日   

同意欄 

移動支援事業の利用に当たり、私の世帯の課税状況及び

生活保護受給状況について調査することに同意します。  

 

              氏名        印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第６号）  

 

大津市障害者移動支援事業利用変更決定通知書  

大   第   号 

    年 月  日 

 様 

 

                       大 津 市 長       

 

  年  月  日に申請のあった下記の者の大津市障害者移動支援事業について、

大津市障害者移動支援事業実施要領第１２条に基づき、利用の変更の決定をしたので通知

します。 

利 用 者 名   

住 所   

利用者番号   

利用決定期間    年  月  日 から     年  月  日 まで 

利用の上限 個別支援：月  時間以内  グループ支援：月 5 回以内 

利用負担額 
 個別支援：３０分当たり  円 

 グループ支援：なし  

備考  

生活保護の開始又は廃止があった場合は速やかに大津市役所障害福祉課へご連絡下さ

い。 

この処分に不服があるときは、この通知書の交付を受けた日の翌日から起算して３箇月

以内に、大津市長に対して、審査請求をすることができます。  

また、この通知書の交付を受けた日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する決定の送達を受けた日）の翌日から起算して６箇月以内に、大津市を被告として（大

津市長が被告の代表者となります。）、大津地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起するこ

ともできます。  

 

印 

お問い合わせ先  

大津市役所障害福祉課  

電話 077-528-2745 

FAX 077-524-0086 



 

（様式第７号）  

 

大津市障害者移動支援事業利用決定取消通知書  

大   第   号 

    年 月  日 

 様 

 

                       大 津 市 長       

 

 下記の者の障害者移動支援事業について、大津市障害者移動支援事業実施要領第１３条

に基づき、利用決定の取消をしたので通知します。  

 

利 用 者 名   

住 所   

取消理由   

 

この処分に不服があるときは、この通知書の交付を受けた日の翌日から起算して３箇月

以内に、大津市長に対して、審査請求をすることができます。  

また、この通知書の交付を受けた日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する決定の送達を受けた日）の翌日から起算して６箇月以内に、大津市を被告として（大

津市長が被告の代表者となります。）、大津地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起するこ

ともできます。  

 

 

印 

お問い合わせ先  

大津市役所障害福祉課  

電話 077-528-2745 

FAX 077-524-0086 


